
　１人あたり４万円（住民税１万円、所得税３万円）の定額減税対象者で、減税可能額が減税前の税額を上回る
ため定額減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額分を「定額減税補足給付金（調整給付）」として１万
円単位に切り上げて支給します。対象となる人には７月31日から「支給通知書」または「支給要件確認書」を
順次発送します。支給要件確認書が届いた人は申請が必要ですのでご注意を。

　令和６年度に新たに住民税非課税世帯等となった世帯に対する給付金の対象世帯のうち18歳以下の子どもが
いる世帯への子ども加算について、７月16日から対象者に確認書を順次発送しています。10月31日までに申請
が必要ですのでご注意を。
　※令和６年１月２日以降に転入してきた世帯や基準日時点で枚方市に住んでいるもののＤＶなどにより、やむを得ず市
に住民登録をしていない人、令和５年度中に無収入および非課税所得（雇用保険、障害年金、遺族年金など）のみで市・
府民税の申告をしていない人など、市で対象者かどうか把握できていない世帯には確認書を送付できませんので、下記給
付金コールセンターにご連絡を。

問枚方市定額減税補足給付金コールセンター
☎0120・453・027、〃841・2500（平日午前９時～午後５時30分）

受付窓口  枚方市定額減税補足給付金窓口
枚方市岡東町12ー１　ひらかたサンプラザ１号館６階603号室

（平日午前９時～午後５時30分）
※８月３日㈯・４日㈰・10日㈯～12日㉁は開設

問枚方市住民税非課税世帯等に対する給付金コールセンター
☎0120・722・101、〃841・2500（平日午前９時～午後５時30分）

▶対象
　令和６年１月１日時点で枚方市に住民登録があり、
基準日（６月３日）時点で令和６年分の推計所得税
または令和６年度個人住民税所得割が課税されてい
る納税義務者のうち定額減税しきれないと見込まれ
る人。
　※合計所得金額が1805万円（給与所得2000万円）を
超える人は対象外。
　※１月２日以降に枚方市に転入した人は以前住んでい
た市町村からの支給となります。

▶支給額
　以下の（Ａ）と（Ｂ）の合計額を１万円単位に切り上
げた額。

　※令和６年分の所得税額および定額減税の実績額など
が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は令和７
年度以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

▶通知から申請
　対象者には⑴支給通知書または⑵支給要件確認書を
送付します。
⑴支給通知書が届いた人　原則、申請手続き不要
　市で振込口座（マイナンバーカードの公金受取口座
など）を把握できた人には８月30日に振り込みます。
振込口座の変更を希望する場合は電話で枚方市定額減
税補足給付金コールセンターへ８月16日までに連絡を。

⑵支給要件確認書が届いた人
　下記のいずれかで申請手続きが必要。
♦郵送・窓口申請　支給要件確認書に必要事項を記入
し、対象者名義の振込口座が分かる写し（通帳など金
融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの）、
本人確認書類の写し（運転免許証など）を添えて同封
の返信用封筒を使い郵送で給付金窓口へ。10月31日
当日消印有効（窓口申請は午後５時30分まで）。

♦電子申請　支給要件確認書に記載の二次元コードを読
み取り、必要項目を入力し、本人確認書類・振込口座
などが分かる画像を添付し、10月31日午後11時59分
までに申請を。

　※窓口混雑などを避けるため郵送申請や電子申請にご協
力を。
　申請書類などを審査の上、支給が決定すれば「支給
決定通知」を送付します（申請書類に不備がある場合
は支給できないので提出前に必ず書類の確認を）。支給
決定から３～４週間後に指定口座に振り込みます。

定額減税しきれない人へ補足給付金（調整給付）を支給します

令和６年度に新たに住民税非課税等となった世帯への子ども加算給付

<調整給付額 算出イメージ>

※１万円単位に切り上げた額
調整給付額　＝（A）＋（B）

所得税分 住民税分

定額減税可能額
３万円×（減税対象人数）

定額減税可能額
１万円×（減税対象人数）

令和6年分
推計所得税額

令和6年度
個人住民税
所得割額

減税しき
れない額
（A）

減税しき
れない額

（B）
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◆所得制限の撤廃
　所得の額に関わらず対象となる児童を養育している人全員に支給されます。
◆支給対象児童の範囲を拡大
　中学生までの支給対象者を高校生年代（18歳到達後最初の年度末まで）まで
拡充。
◆第３子以降の支給額増額と第３子以降のカウント方法変更
　第３子以降の支給額が月３万円へ増額。第３子以降のカウント対象を高校生
年代までから22歳に到達した年度末までに拡大（養育している場合に限る）。
◆支給回数の変更
　支給月が年３回から年６回（偶数月）に変更となり支給回数が増加します。
制度改正後の初回支給は12月（10月・11月分）。

　※第３子以降は一律３万円支給。

制度改正で申請が必要となる人
　⑴⑵の人は申請が必要です。７月26日現在、市に住民
票がある18歳までの児童の保護者へお知らせと申請書な
どを順次発送しますので申請が必要な人は手続きを。な
お、勤務先から児童手当を受給することができる公務員は
勤務先での手続きとなりますので確認を。
⑴高校生年代の児童のみを養育している人および現在、所
得超過により児童手当・特例給付を受給していない人。
⑵高校生年代までの児童の兄・姉など（18歳〜22歳）を
含む３人以上の子を養育している人（現受給者を含む）。

▶申請方法　９月１日〜30日に市ホーム
ページの専用フォーム（右記コード）または
郵送（〒573―８６６６）で⑴児童手当認定請求
書⑵監護相当・生計費の負担についての確
認書を医療助成・児童手当課へ。
　※現在、児童手当・特例給付を受給しており今回新たに支給
対象児童となる高校生年代のきょうだいがいる場合は申請不
要。なお、市の児童手当台帳に登録されていない高校生年代
の児童は額改定請求書の提出が必要（別途案内を送付予定）。

　問医療助成・児童手当課☎841・1408、〃841・3039
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10月から　児童手当制度が変わります

年齢 支給月額
（１人あたり）

０〜２歳 １万5000円

３歳〜高校生年代 １万円

２学期
から
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